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京都市青少年科学センター  
（担当：那須、延藤）  

 

 
 
 



第１ 総則  
 

１ 趣旨 

本仕様書は、京都市青少年科学センターに係る都市ガスの供給における契約に基づく仕様

書である。 

 

２ 用語の定義 

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 

（１）この仕様書において、需要施設とは、当該契約における都市ガス供給場所である、

京都市青少年科学センターをいう。 

（２）供給者とは、当該契約における需要施設への都市ガスの供給を行う者をいい、本市

と都市ガス供給契約を締結する、ガス事業法第 2 条第 3 項に定義されるガス小売事業

者をいう。 

（３）託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に都市ガスを供給するための、供給者と

需要施設の間の導管を維持、及び運用するガス事業法第 2 条第 6 項に定義される一般

ガス導管事業者をいう。 

（４）ガス会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。 

（５）監督員とは、京都市契約事務規則第 39 条に規定する職員をいい、この契約において

京都市青少年科学センターに所属する職員をいう。 

（６）検査員とは、京都市契約事務規則第 46 条に規定する職員をいい、この契約において

京都市青少年科学センター管理係長をいう。 

 

 

第２ 仕様概要等 

 

１ 需要施設概要 

（１）対象施設      別添資料のとおり 

（２）お客様番号     別添資料のとおり 

（３）供給地点特定番号  別添資料のとおり 

（４）需要場所の住所   別添資料のとおり 

 

２ ガスの概要 

 （１）ガスの種類     都市ガス１３Ａ 

 （２）供給熱量      ４５ＭＪ／ｍ 3 

 （３）供給圧力      別添資料のとおり 

 （４）用途（参考）    別添資料のとおり 

 （５）メーター号数    別添資料のとおり 

 （６）契約最大使用量   別添資料のとおり 

（７）契約年間引取量   別添資料のとおり 

（８）契約使用可能量   別添資料のとおり 



（９）契約月別使用量   別添資料のとおり 

（10）契約年間使用量   別添資料のとおり 

 

３ 供給ガスの仕様 

 （１）予定数量 

    ア 別添資料の契約月別使用量及び契約年間使用量は、本件入札額の積算のために

示す過去の実績であり、本件の都市ガスの予定数量を保証するものではない。 

    イ 別添資料の契約使用可能量、契約年間引取量は、本件入札額の積算のため示す

過去の契約実績であり、本件の契約内容を拘束するものではない。 

（２）契約期間 

令和 8 年 4 月検針日の翌日から令和 9 年 4 月検針日まで 

（３）ガス供給設備の財産分界点 

敷地境界とする。ただし、取引用計量装置は一般ガス導管事業者の所有とする。 

（４）保安上の責任分界点 

ガス消費機器（ガス栓より下流側）の保安、危険発生防止周知を供給者の保安区

分とする。 

（５）計量日及び計量 

ア 前回の検針日及び今回の検針日における託送者によるガスメータの読み等に

より、その料金算定期間の使用量を算定する。 

イ 検針日は、託送者が定める検針日を原則とする。 

（６）原料価格 

入札額の積算に用いる原料価格は、財務省貿易統計の令和７年７月から令和７年

９月の公表値の平均原料価格（ＬＮＧ：８４，０５０円/ｔ、ＬＰＧ：７９，３７０

円/ｔ）を用いて算出したものとする。 

なお、石油石炭税等租税課金は、ＬＮＧ１,８６０円／ｔ、ＬＰＧ１,８６０円／

ｔを用いて算出するものとする。 

（７）料金制度 

ア 料金制度は、供給者毎の供給条件等にて設定することができるものとする。 

イ 供給者は、ガス料金の算定の基礎となる原料費の変動によりガス料金単価を変更

する必要が生じた場合は、その変動額に応じた料金の割引及び割増（原料費調整）

を行うことができるものとする。ただし、大阪ガス株式会社において定める割増額

を上回り、又は減額幅を下回らないものとする。 

  （８）その他 

入札参加資格確認の申請時までに適正な大口供給制度供給条件等を定めていること。 

 

４ 一般事項 

（１）注記事項 

ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と

協議する。 

イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。 



ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その

承諾を得る。 

エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該

関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。 

オ ガス会社は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、

そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。 

（２）連絡体制 

供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を監督員に提出すること。 

ア 緊急時の連絡体制 

イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先 

ウ 協議窓口の所在地 

（３）報告 

供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にか

かわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を

受けて調整を行う。 

なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。 

（４）検査 

ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければなら

ない。 

イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来

る。 

（５）資料の提供 

ア 供給者は、都市ガスの使用及びガス料金に関する資料を監督員から求められた場

合は、速やかに応じなければならない。 

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。 

イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の最大ガス使用量及び使用

ガス量等を書面で監督員に提出すること。 

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。 

（６）秘密の保持 

供給者は、業務上知り得た情報並びに事項については、事前の承諾なく他に漏ら

してはならない。また、供給終了後も同様とする。 

 

５ その他 

（１）設備の状況及び変更等 

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督

員、供給者及び託送者の 3 者によることとし、その決定については 3 者の合意による

ものとする。 

（２）負担金等 

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担につい

ては、原則として託送者のガス供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工



事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分バルブ操作などのガス会社の作業

に係る費用は、原則的には原因者負担とし、それにより難い場合は都度協議とする。 

（３）ガス供給の停止 

供給者は、ガス会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設へのガス供給

を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員と充分な協議を行い、監督員の

承諾を得るものとする。また、ガス会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備への

ガス供給停止の際には、ガス会社は速やかに監督員へその原因、状況、復旧予定など

の関連情報を連絡すること。 

（４）緊急時の対応 

事故等によるガス供給停止などの緊急時には、監督員からガス会社に確実に連絡が

とれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。また、

災害等によるガス供給停止時には、前述の体制で監督員、託送者と協議のうえ、復旧

作業に協力を行うこと。 

（５）協議窓口 

当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設

備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を

得た場合はこの限りではない。 

 

６ 特記事項等 

（１）使用ガス量の増減予定 

当該契約期間内において、当初予定している使用ガス量が大幅増減する予定はない。 

（２）計画的な設備改修の予定 

当該契約期間内において、大幅な既存ガス設備の変更工事、ガス引込の変更を伴う

工事、大規模な仮設ガス供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、

その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。 

（３）予算が減額された場合等の途中解約 

 １ 発注者は、翌年度以降においてガス料金に係る歳出予算の金額について減額又は削

除があった場合は、この契約を解除することができる。  
２ 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、供給者は、発注者が

翌年度以降に支払いを予定していたガス料金を請求することはできない。  
３ 供給者は、前項に定めるもののほか、第１項の規定により発注者がこの契約を解除

したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。 



別添資料

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 青少年科学センター 47-00-770-47-3140 00212000067169207 京都市伏見区深草池ノ内町13 低圧 一般 50 50 1,447 874 576 125 21 25 16 147 1,150 1,786 1,587 1,542 9,296

2 青少年科学センター 47-00-770-47-3142 00212200067169203 京都市伏見区深草池ノ内町13 低圧 空調夏期 100 100 97 5,710 414 498 3,263 7,694 8,841 6,560 1,627 843 5,061 5,323 5,503 51,337

3 青少年科学センター 47-00-770-47-3144 00212100067169205 京都市伏見区深草池ノ内町13 低圧 空調夏期 100 100 97 5,974 338 193 1,919 6,054 7,775 5,614 1,173 787 4,997 5,233 5,314 45,371

4

5

6

7

8

9

10

※１　契約最大使用量とは、契約で定める１年間を通じて１時間あたりの最大ガス使用量をいう。該当する用途のみ記載すること。

※２　契約年間引取量とは、１年間において引取らなければならない使用量をいう。該当する用途のみ記載すること。

※３　契約使用可能量とは、使用機器の標準熱量から算出される値で、該当する用途のみ記載すること。

供給圧力

契約年間使用
量

（㎥）
（６年度実績）

お客様番号
供給地点
特定番号

契約使用
可能量
（㎥）
※３

対象施設 需要場所の住所
ガスメーターの
種類（号数）

契約最大
使用量
（㎥/ｈ）
※１

（参考）
用途

契約月別使用量（㎥）
（６年度実績）

契約年間
引取量
（㎥）
※２


